
 
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
 

        

目
 
 
次
 

  
規
 
則
 

○
福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
五
七

 

 
告
 
示
 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
扶
助
等
の
た
め
の
介
護
機
関
を
指
定
し
た
件
二
件
 
 
 
 
 
 
 
三
五
七

 

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
五
八

 

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
五
九

 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
三
五
九

 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
 

有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
の
た
め
当
該
通
知
内
容
を
掲
示
し
た
件
二
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
五
九

 

公
 
告
 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
六
〇

 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
六
〇

 

○
福
島
県
准
看
護
師
試
験
を
実
施
す
る
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
六
〇

 

 
福
島
県
警
察
本
部
 

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
六
一

 

 

規
 
 
則
 

 
福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

福
島
県
規
則
第
六
十
七
号
 

 
 
 
福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

 
福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
福
島
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
 

正
す
る
。
 

 
様
式
第
一
号
中
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
、
 

 
 
 
 
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
改

め
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

１
 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

２
 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
以
下

「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
一
号
に
よ
る
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
開
始
届
は
、
改
正

後
の
福
島
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
様
式
第
一
号
に
よ
る
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
開
始
届
と
み
な

す
。
 

３
 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
る
用
紙
は
、
所

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
高
齢
福
祉
課
）
 

 

告
 
 
示
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号
 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
 ）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含

む
。
 ）
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画

の
作
成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防
支
援
計
画
の
作
成
又
は
介
護
予
防
福
祉

用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

こ
こ
ろ
訪
問

看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
 

ミ
ニ
と
ま
と
 

ケ
ア
指
定
居

宅
介
護
支
援

事
業
所
 

ニ
チ
イ
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
鎌

田
 

事
業
所
の
 

名

 

称
 

会
津
若
松
市

本
町
三
―
二

〇
 

同
 
市
太
平

寺
字
古
内
一

四
―
九
 

 福
島
市
丸
子

字
町
頭
一
四
―
 

一
 

事
業
所
の
 

所

在

地
 

株
式
会
社

ｃ
ｌ
ｕ
ｓ
ｔ

ｅ
ｒ
           

株
式
会
社
ミ

ニ
と
ま
と
ケ

ア
          

株
式
会
社
ニ

チ
イ
学
館
 

事
業
者
の
 

名

 

称
 

同
 
県
会
津
若
松

市
本
町
三
―
二
〇
 

福
島
県
福
島
市
太

平
寺
字
古
内
一
四
―

九
 

東
京
都
千
代
田
区

神
田
駿
河
台
二
―

九
 

事
業
者
の
主
た
る
 

事
務
所
の
所
在
地
 

同
 

同
 

平
成
二
四
年
 

九
月
一
日
 

指
定
年
月
日
 

訪
問
看
護
 

 
介
護
予

防
訪
問
看

護
 

居
宅
介
護

支
援
 

通
所
介
護
 

 
介
護
予

防
通
所
介

護
 

サ
ー
ビ
ス

の

種

類

「
又
は
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
」
 
「
、
認
知
症
対
応
型
老
人
共
 

同
生
活
援
助
事
業
又
は
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
福
祉
事
業
」
 

「
及
び
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
 

助
事
業
」
 
 「
、
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
及
び
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
福
祉
事
業
」
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（
社
会
福
祉
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
五
号
 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
 ）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
 

む
。
 ）
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と

お
り
指
定
し
た
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
社
会
福
祉
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号
 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
 ）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

介
護
老
人
保
健
施
設
 
多
生
苑

猪
苗
代
 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
 
ラ
ス
ー

ル
伊
達
 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
 
大
信

「
聖
・
虹
の
郷
」
 

 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
称
 

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
梨
木
西
一
〇
一
 

伊
達
市
梁
川
町
字
東
塩
野
川
五
六
―
一
 

白
河
市
大
信
増
見
字
八
幡
山
五
五
―
三
 

所
 
 
 
 
 
 
在
 
 
 
 
 
 
地
 

同
 
 
 
年

八
月
一
〇
日
 

同
 

平
成
二
四
年

九
月
一
日
 

指
定
年
月
日
 

介
護
老
人
保
 

ケ
ア
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
 
 
 
 
 

ラ
ス
ー
ル

伊
達
 

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ラ
ス
ー
ル

伊
達
 

特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
 

ラ
ス
ー
ル
伊

達
 

南
東
北
春
日

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
 

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

佑
 

Ｊ
Ａ
し
ら
か

わ
 
ふ
れ
愛

介
護
支
援
セ

ン
タ
ー
 

特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
 
 

大
信
「
聖
・
 

虹
の
郷
」
 

ホ
ー
ム
ケ
ア

Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｌ

Ｏ
 

耶
麻
郡
猪
苗
 

同
 

同
 

伊
達
市
梁
川

町
字
東
塩
野
 

川
五
六
―
一
 

同
 
 
市
南

上
町
一
二
三
―

一
 

須
賀
川
市
西

川
字
山
寺
二

〇
 

同
 
市
六
反

山
一
〇
―
二
 

白
河
市
大
信
 

増
見
字
八
幡

山
五
五
―
三
 

同
 

財
団
法
人
温
 

同
 

同
 

社
会
福
祉
法

人
 
湖
星
会
 

医
療
法
人
社

団
三
成
会
 

株
式
会
社
ア

イ
ル
 

白
河
農
業
協

同
組
合
 

社
会
福
祉
法

人
創
世
福
祉

事
業
団
 

同
 

同
 
県
会
津
若
松
 

同
 

同
 

同
 
県
二
本
松
市

木
幡
字
東
和
代
六

五
―
一
 

同
 
 
 
  
 市

南
上
町
一
二
三
―

一
 

同
 
県
須
賀
川
市

西
川
字
山
寺
二
〇
 

同
 
県
白
河
市
弥

次
郎
窪
二
九
―
一
 

同
 
県
福
島
市
旭

町
九
―
七
 

同
 

同
 
 
 
年
 

同
 

同
 

同
 
 
 
年

九
月
一
日
 

平
成
二
四
年
 

八
月
一
日
 

同
 

同
 

同
 

同
 

通
所
リ
ハ
 

居
宅
介
護
 

支
援
 

通
所
介
護
 

介
護
予

防
通
所
介

護
 

短
期
入
所

生
活
介
護
 

 
介
護
予

防
短
期
入

所
生
活
介
 

護
 

介
護
予
防

訪
問
看
護
 

介
護
予
防

通
所
介
護
 

居
宅
介
護

支
援
 
介

護
予
防
支
 

援
 

短
期
入
所

生
活
介
護
 

 
介
護
予

防
短
期
入

所
生
活
介

護
 

複
合
型

サ
ー
ビ
ス
 

健
施
設
多
生
 

苑
猪
苗
代
 

代
町
字
梨
木

西
一
〇
一
 

知
会
 

市
鶴
賀
一
―
一
 

八
月
一
〇
日
 
ビ
リ
テ
ー
 

シ
ョ
ン
 

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
 

シ
ョ
ン
 

短
期
入
所

療
養
介
護
 

 
介
護
予

防
短
期
入

所
療
養
介

護
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さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
 ）
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
当
該
介
護
機
関
を
廃

止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
社
会
福
祉
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
七
号
 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。
 

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所
 

い
わ
き
市
内
郷
白
水
町
入
山
一
三
七
の
一
、
一
三
七
の
二
 

二
 
指
定
の
目
的
 

土
砂
の
崩
壊
の
防
備
 

三
 
指
定
施
業
要
件
 

１
 
立
木
の
伐
採
の
方
法
 

(一 )
 
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。
 

(二 )
 
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。
 

(三 )
 
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

２
 
立
木
の
伐
採
の
限
度
 

次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
 

（
森
林
保
全
課
）
 

 

福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
八
号
 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。
 

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
 

い
わ
き
市
川
前
町
下
桶
売
字
荻
八
四
の
二
、
字
上
高
部
二
一
二
、
字
志
田
名
一
七
四
の
三
、
一
八

八
の
四
、
一
九
〇
の
二
、
字
西
向
七
二
の
三
、
七
二
の
四
、
七
三
の
二
、
七
四
の
二
、
字
五
味
沢
二

一
三
の
三
、
二
一
九
の
五
 

二
 
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
 

土
砂
の
流
出
の
防
備
 

三
 
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
 

１
 
立
木
の
伐
採
の
方
法
 

(一 )
 
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。
 

 (二 )
 
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。
 

(三 )
 
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

２
 
立
木
の
伐
採
の
限
度
 

次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
 

（
森
林
保
全
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号
 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相

手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
当
該
通
知
の
内
容
を

下
郷
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名
 

星
学
 

二
 
通
知
の
内
容
の
要
旨
 

１
 
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。
 

２
 
当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件
（
平
成
二
十
四
年
福
島
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号
）

に
よ
る
こ
と
。
 

３
 
当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用

ホ
ー
ム
ケ
ア

Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｌ

Ｏ
 

ミ
ニ
と
ま
と

と
ケ
ア
指
定

居
宅
介
護
支

援
事
業
所
 

事
業
所
の
 

名
 
 
称
 
 会

津
若
松

市
本
町
三
―

二
〇
 

福
島
市
太

平
寺
字
古

内
十
四
―

九
 

事
業
所
の
 

所

在

地
 

株
式
会
社

ｃ
ｌ
ｕ
ｓ

ｔ
ｅ
ｒ
 

株
式
会
社

ミ
ニ
と
ま

と
ケ
ア
 

事
業
者
の
 

名
 
 
称
 

同
 
県
会
津
若
松

市
本
町
三
―
二
〇
 

福
島
県
福
島
市
太

平
寺
字
古
内
一
四
―

九
 

事
業
者
の
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
 

同
 
 
 
年
八
月

三
一
日
 

平
成
二
四
年
四
月

三
〇
日
 

廃
止
年
月
日
 

小
規
模
多

機
能
型
居

宅
介
護
 

居
宅
介
護

支
援
 

サ
ー
ビ
ス

の

種

類
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す
る
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を

福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
 

（
森
林
保
全
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
五
百
号
 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
当
該
通
知
の
内
容
を
下
郷

町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名
 

阿
部
勝
藏
、
阿
部
勝
太
郎
、
阿
部
傳
十
郎
、
阿
部
文
一
、
五
十
嵐
清
次
郎
、
五
十
嵐
太
市
郎
、
五

十
嵐
友
哉
、
加
藤
安
次
、
高
橋
儀
一
、
髙
橋
清
太
郎
、
小
室
フ
ジ
エ
、
佐
藤
順
昭
、
佐
藤
定
八
、
佐

藤
紋
藏
、
佐
藤
弥
平
、
佐
藤
與
三
郎
、
玉
川
晃
、
玉
川
猪
松
、
玉
川
嘉
一
郎
、
玉
川
輝
男
、
玉
川
嘉

七
、
玉
川
勝
彦
、
玉
川
金
八
、
玉
川
郡
平
、
玉
川
憲
一
、
玉
川
重
勝
、
玉
川
隆
昭
、
玉
川
長
吉
、
玉

川
千
代
松
、
玉
川
久
、
玉
川
ヒ
ロ
子
、
長
沼
リ
ヱ
、
玉
川
弘
幸
、
芳
賀
市
太
郎
、
芳
賀
弘
一
、
芳
賀

ツ
ヤ
子
、
芳
賀
テ
ル
子
、
芳
賀
弘
善
、
芳
賀
平
次
郎
、
芳
賀
友
次
郎
、
芳
賀
與
重
、
星
亀
之
助
、
星

新
助
、
星
タ
ケ
子
、
星
ト
ラ
ノ
、
星
久
次
郎
、
星
藤
七
、
星
美
代
子
、
星
ヤ
ス
子
、
星
幸
作
、
室
井

亀
重
、
室
井
茂
吉
、
室
井
新
吉
、
室
井
清
人
、
弓
田
常
春
、
渡
部
一
 

二
 
通
知
の
内
容
の
要
旨
 

１
 
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。
 

２
 
当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
平
成
二
十
四
年
福
島
県
告
示

第
四
百
五
十
五
号
）
に
よ
る
こ
と
。
 

３
 
当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を

福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
 

（
森
林
保
全
課
）
 

 

公
 
 
告
 

 公
告
第
三
百
十
一
号
 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日
 

二
 
名
称
 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
超
機
密
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

齋
藤
 
雅
信
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
耶
麻
郡
西
会
津
町
野
沢
字
下
條
乙
千
九
百
六
十
九
番
地
二
十
六
 

五
 
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
に
対
し
て
、
西
会
津
町
の
観
光
や
民
芸
品
の
振
興
、
町
内
に
在
住
す
る

子
供
の
育
成
、
町
内
商
店
の
活
性
化
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
製
作
、

こ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
よ
る
映
像
番
組
を
製
作
し
、
地
域
観
光
資
源
や
特
産
品
な
ど
の
紹
介
を
地
元

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
を
始
め
、
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
等
の
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
て
町
外
に
広
く
周
知
し
、

西
会
津
町
の
産
業
振
興
及
び
町
内
若
年
層
に
対
す
る
郷
土
愛
の
涵
養
や
情
操
教
育
等
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
文
化
振
興
課
）
 

 公
告
第
三
百
十
二
号
 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
五
日
 

二
 
名
称
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
自
然
環
境
応
援
団
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

上
條
 
大
輔
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
南
相
馬
市
鹿
島
区
上
栃
窪
字
瀬
ノ
沢
二
十
番
一
 

五
 
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

こ
の
法
人
は
、
自
然
環
境
、
限
り
あ
る
資
源
を
大
切
に
す
る
事
業
を
行
い
そ
の
事
を
農
林
漁
業
と

農
村
文
化
を
通
じ
て
次
世
代
に
残
し
生
き
る
も
の
全
て
に
優
し
く
な
れ
る
心
豊
か
な
社
会
の
実
現
に

寄
与
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。
 

（
文
化
振
興
課
）
 

 公
告
第
三
百
十
三
号
 

 
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
四
年
度
福
島
県
准
看
護
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日
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【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
試
験
期
日
 

 
 
平
成
二
十
五
年
二
月
十
三
日
（
水
）
午
後
一
時
開
始
 

二
 
試
験
場
所
 

 
 
郡
山
市
南
二
丁
目
五
十
二
番
地
 
福
島
県
産
業
交
流
館
（
ビ
ッ
グ
パ
レ
ッ
ト
ふ
く
し
ま
）
多
目
的
 

展
示
ホ
ー
ル
 

三
 
提
出
書
類
 

 
１
 
受
験
願
書
 

  ２
 
写
真
 

 
 
 
出
願
前
六
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
 

 
 
ト
ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
は
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
し
、
受
験
用
写
真
台
紙
に
貼
り
 

 
 
付
け
る
こ
と
。
 

３
 
受
験
資
格
を
証
す
る
書
類
 

(一 )
 
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。
 

(二 )
 
受
験
願
書
の
受
付
期
間
内
に
規
則
第
二
十
七
条
第
二
号
の
修
業
証
明
書
又
は
卒
業
証
明
書
を

添
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
当
該
証
明
書
に
代
え
て
修
業
見
込
証
明
書
又
は
卒
業
見
込

証
明
書
を
添
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
の
者
が
平
成
二
十
五
年
三
月
十
一
日
午
後
五
時
ま
で

に
修
業
証
明
書
又
は
卒
業
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
い
と
き
は
、
試
験
結
果
の
い
か
ん
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
試
験
は
無
効
と
す
る
。
 

四
 
受
験
手
数
料
 

 
 
六
千
九
百
円
と
し
、
相
当
金
額
の
福
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
っ
て
納
入
す
る
こ
と
（
消
 

 
印
は
し
な
い
こ
と
。
）
。
 

五
 
受
験
願
書
の
受
付
期
間
 

 
 
平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日
か
ら
同
月
五
日
ま
で
に
持
参
又
は
書
留
郵
便
に
よ
り
郵
送
の
こ
と
（
郵
 

 
送
の
場
合
は
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
五
日
ま
で
の
通
信
日
付
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。
）
。 

六
 
受
験
願
書
の
提
出
先
 

 
 
福
島
県
保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室
地
域
医
療
課
感
染
・
看
護
室
 

 
 
福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号
（
郵
便
番
号
九
六
〇
│
八
六
七
〇
）
 

 
 
電
話
 
〇
二
四
│
五
二
一
│
七
二
二
二
（
直
通
）
 

七
 
そ
の
他
 

 
１
 
受
験
願
書
用
紙
等
を
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
准
看
護
師
試
験
願
書
請
求
」

と
朱
書
し
て
百
四
十
円
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
の
上
、
前
記
受
験
願
書

の
提
出
先
へ
請
求
す
る
こ
と
。
 

 
２
 
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室
地
域
医
療
課
感
染
・
看
護
室

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
地
域
医
療
課
感
染
・
看
護
室
）
 

 

福
島
県
警
察
本
部
 

                                   

福
島
県
警
察
本
部
公
告
第
７
２
号
 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
物
品
等
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
、
次
の

と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を

定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
372号

。
以
下
「
特
例
政
令
」
と
い
う
。
）
第
11条

及
び
福
島
県
財

務
規
則
（
昭
和
39年

福
島
県
規
則
第
17号

）
第
274条

の
11第

１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
 

 
 
平
成
24年

10月
23日

 
福
島
県
警
察
本
部
長
 
平
 
井
 
興
 
宣
 

１
 
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
 

 
 
自
動
車
保
管
場
所
管
理
シ
ス
テ
ム
機
器
 
一
式
 

２
 
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地
 

 
 
福
島
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
 
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

 
３
 
落
札
者
を
決
定
し
た
日
 

 
 
平
成
24年

10月
３
日
 

４
 
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
 

 
 
日
本
電
子
計
算
機
株
式
会
社
 
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
４
番
１
号
 

５
 
落
札
金
額
 

 
 
21,685,230円

 
６
 
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
 

 
 
一
般
競
争
入
札
 

７
 
特
例
政
令
第
６
条
の
公
告
を
行
っ
た
日
 

 
 
平
成
24年

８
月
24日

 
（
会
 
計
 
課
）
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